
市第101号 

117 

市第 101 号議案 

   横浜市庁舎駐車場条例の一部改正 

 横浜市庁舎駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定める

。 

   平成24年12月６日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市庁舎駐車場条例の一部を改正する条例 

 横浜市庁舎駐車場条例（平成21年３月横浜市条例第16号）の一部

を次のように改正する。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「駐車場」の次に「（横浜市

瀬谷区総合庁舎駐車場を除く。以下この条、第６条、第７条及び第

12条において同じ。）」を加える。 

 第９条の次に次の１条を加える。 

 （使用料） 

第９条の２ 横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を使用する者（以下「使

用者」という。）は、市長に対し、１台につき駐車時間30分まで

ごとに 300円の範囲内において規則で定める額の使用料を納付し

なければならない。 

２ 第７条第３項及び前２条の規定は、前項の使用料について準用

する。この場合において、第７条第３項中「利用者」とあるのは

「使用者」と、「駐車場」とあるのは「横浜市瀬谷区総合庁舎駐

車場」と、前２条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替

えるものとする。 

 第10条中「指定管理者」の次に「（横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場
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にあっては、市長。次条第２項において同じ。）」を加える。 

 別表に次のように加える。 

 

   附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場を設置するため、横浜市庁舎駐車場

条例の一部を改正したいので提案する。

横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場 横浜市瀬谷区 
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 参  考  

   横 浜 市 庁 舎 駐 車 場 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   
 （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

            （ 横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場 を 除 く 。 
第 ４ 条  次 に 掲 げ る 駐 車 場 
 

以 下 こ の 条 、 第 ６ 条 、 第 ７ 条 及 び 第 12 条 に お い て 同 じ 。）  
                           の 管 理 
 

に 関 す る 業 務 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  244 条 の

２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者

を い う 。 以 下 同 じ 。） に 行 わ せ る も の と す る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

 （ 使 用 料 ） 

第 ９ 条 の ２  横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場 を 使 用 す る 者 （ 以 下 「 使 
 

用 者 」 と い う 。） は 、 市 長 に 対 し 、 １ 台 に つ き 駐 車 時 間 30 分 ま で 
 

ご と に  300 円 の 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 額 の 使 用 料 を 納 付 し 
 

な け れ ば な ら な い 。 
 

２  第 ７ 条 第 ３ 項 及 び 前 ２ 条 の 規 定 は 、 前 項 の 使 用 料 に つ い て 準 用 
 

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ７ 条 第 ３ 項 中 「 利 用 者 」 と あ る の は 
 

「 使 用 者 」 と 、 「 駐 車 場 」 と あ る の は 「 横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 
 

車 場 」 と 、 前 ２ 条 中 「 指 定 管 理 者 」 と あ る の は 「 市 長 」 と 読 み 替 
 

え る も の と す る 。 
 

 （ 入 場 の 拒 否 ） 

         （ 横 浜 市 瀬 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場 に あ っ て は 、 市 
第 10 条  指 定 管 理 者 
 

長 。 次 条 第 ２ 項 に お い て 同 じ 。）  
              は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と 

 

き は 、 駐 車 場 へ の 入 場 を 拒 否 す る こ と が で き る 。 

 （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 
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別 表 （ 第 １ 条 第 ２ 項 ） 

    名              称      位        置   

               （省        略）             

横浜市瀬谷区総合庁舎駐車場  

 

横浜市瀬谷区 

 

 


